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･ 　二元代表制の一方として
県民の声を反映させるため
にはおおむね今回提案され
た検討テーマで議論すべき
と考える。検討テーマ等に
対する主な意見は下記。

1 議会制度，議員の位置づけ等に関すること
(1) ･ 　議会の権限強化と二元代

表制を実現するため，議長
に議会の招集権を付与する
こと。

･ 　二元代表制を保証するた
めの議長の議会招集権につ
いては，早急に地方自治法
の抜本改正を国に対して強
く要請すること。

･ 　賛成

(2) ･ 　県民の声を反映するとい
うことであれば，柔軟な議
会運営が求められる。たと
えば定例会のあり方や会期
のあり方を議論すべき。

･ 　賛成

(3) ･ 　政務調査費は公開が始
まったばかりで，引続き情
報公開に努めるべき。

･ 　広報費の正当性

(4) ･ 　議会基本条例について
は，制定する方向で検討を
行うべきである。

･ 　議会基本条例は，つくる
という前提で基本的なもの
に限定すべき。

･ 　議会基本条例を制定し，
県議会の基本となる事項を
定めること。

･ 　議会基本条例の制定を前
提に，先進議会の調査，学
識経験者などからの意見聴
取などを行うこと。なお，
議会基本条例の制定は，平
成２４年１２月議会を目指
すこと。

･ 　賛成

2 本会議・委員会の審議・審査の活性化
(1)

① 質問方式のあり方の検討（一括
質問一括答弁方式，分割質問方
式，一問一答方式，反問権等）

･

･

　現行の一括質問一括答弁
方式に加え，分割質問方式
を選択できるようにすべき
である。

　反問権については，認め
るか否かについて検討すべ
きである。

･ 　対面方式を取り入れるべ
き。

･ 　本会議の一括質問一括答
弁方式と一問一答方式等と
の選択制も検討すべき。再
質問も検討すべきである。

･ 　本会議での質問方式は，
分割質問方式を採用し，再
質問の充実を図ること。そ
の際は，自席での質問を許
し，議論のスムーズな進行
を図ること。

･ 　質問方式を選択できるよ
うにすべき

② 議長による議員呼称の統一化の
見直し（○○君，○○さん→○
○議員）

･ 　議長による議員呼称につ
いては，「○○議員」で統
一すべきである。

･ 　議員の議員呼称は○○議
員とした方がよい。

･ 　議長による議員呼称は
「○○議員」と統一するこ
と。

･ 　○○議員に賛成 ･ 　議員呼称は，「○○議
員」と統一化を図る。

議会基本条例の制定
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2 本会議・委員会の審議・審査の活性化
(2)

① 常任委員会の名称，所管事項の
あり方の検討

･

･

･

　「危機管理」や「防災」
を常任委員会の名称に加え
ることを検討すべきであ
る。

　「文教治安委員会」につ
いては，「文教警察委員
会」といった名称への変更
を検討すべきである。

　企業局については，土木
委員会へ所管を変更すべき
である。

･ 　常任委員会の所管事項の
あり方を検討すべきであ
る。

･ 　各委員会で柔軟に対応で
きるようにすべき

② 出席説明者の見直し
③ 執行部の議案説明（特に予算・
決算説明）のあり方

･ 　各会派同会場で一斉に議
案説明会を開催すべき

④ 委員会調査（県外・県内・国
外）のあり方

･ 　委員会調査については，
現行の県外・県内調査に加
え，海外調査の実施につい
ても検討すべきである。

･ 　委員会調査は回数にとら
われることなく，必要に応
じて実施することも検討す
べきである。

･ 　海外視察は，中止し再開
しないこと。

⑤ 委員長の判断による請願に係る
紹介議員又は請願者に対する説
明機会の付与

･ 　委員長の判断による請願
に係る紹介議員又は請願者
に対する説明機会の付与に
ついては，現行でも「紹介
議員」は委員長の判断によ
りできることから，改めて
付与する必要はない。

･ 　請願者の紹介議員や請願
者の説明機会の付与を検討
すべきである。

･ 　賛成

3 議会，議員活動の広報・広聴の強化
(1) ･ 　予算特別委員会のイン

ターネット映像中継につい
ては，行う方向で検討すべ
きである。

･ 実施すべき。 ･ 　インターネットによる常
任・特別委員会の中継実施
を検討すべき。（予算措置
も含めて早期に対応すべ
き）

･ 　予算特別委員会のイン
ターネット映像中継の早期
実施。（質問側・答弁側両
方向からの撮影による配信
が不可欠）。ユーストリー
ムなど簡便で，安価なシス
テムの活用も十分に検討す
ること。

･ 　予算特別委員会だけでな
く，各常任委員会や当検討
会議も中継し，開かれた県
政を実現すべき。

･ 　インターネットによる公
開は予算，決算などの特別
委員会や各常任委員会も行
うこと。

(2) ･ 実施すべき。 ･

･

　議会での採決態度につい
ては，会派別並びに個人別
の採決態度を，委員会，本
会議ともインターネット等
で速やかに公表すること。

　採決態度を明確にするた
めに，挙手による採決では
なく，ボタンによる採決の
導入も検討すること。

･ 　賛成

委員会活動

予算特別委員会のインターネット映
像中継の実施

本会議終了後議会ホームページ上で
の会派ごとの採決態度の公表
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4 議員定数・選挙区の見直し
(1) ･

･

　議員定数に関しては，現
員の１割程度の削減を検討
し５０人台とすること。

　定数および選挙区割りに
関しては，会派の思惑に左
右されないよう中立の外部
委員会で素案を検討させる
こと。

･ 　概ね人口７万人に１人を
目安に４２名を目指す

･ 　定数については法定定数
（７４人をこえない）を尊
重し，せめて現行定数（６
５）は保障すること。

(2) ･

･

　選挙区割りに関しては，
市・郡を基準とする現行の
選挙制度の見直しを国に強
く求めること。

　県議選１票の格差は３倍
を超えないこと，出来れば
２倍以内に抑えること。

･ 　少数政党に配慮し１人区
を解消するように，法改正
を働きかける

･ 　主権者である県民の意思
を公正，正確に反映させる
ものであること。そのため
にも１人区をなくすこと。
　１票の格差を１対２未満
に抑えることを基本にすべ
きと考えます。

5 その他
(1) ･ 　費用弁償については，休

会日で会議のない日には支
給しない方向で検討すべき
である。

･ 　費用弁償は実態を反映さ
せるべき。

･ 　実費に改正 ･ 　費用弁償は交通費実費支
給とし，会議に出席しない
日は支給しないこと。

(2) ･ 　年間質問者枠の検証を再
度すべきである。（開会時
間，質問時間等も含めて）

･ 　枠を先に決めるのではな
く，各議員が１年間に１度
は質問できるようにして，
会期日程等を決めるべき。
現状の２年に１度しか登壇
できないのでは，議員の発
言権がないに等しい。

･ 　一般質問を年間４０人に
増やしたことは一歩前進で
す。しかし，言論の府とし
て議会の質問は保障しなけ
ればなりません。希望者が
全員行えるように開会日数
や開会時間を１時間早くす
るなど，改善を行うこと。

年間質問者枠の検証（年間質問日
数，開会時間，質問時間）

費用弁償の支給の見直し

選挙区

議員定数

･ 　４団体の意向を反映さ
せ，合区も含めて選挙区の
見直しに取り組むべき。

･ 　議員定数の削減と一票の
格差是正を同時にやり，一
票の格差を２倍以内にする
よう努力すること。又，外
部の有識者等の参考意見を
求めること。
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1 議会制度，議員
の位置づけ等に
関すること

･

･

･

　議員年金制度廃止に伴う，公
務員共済年金等への加入に関す
る検討を国に要請すること。

　いわゆる通年議会化により，
切れ目のない，事態即応の議会
運営を図ること（専決処分を無
くす取り組みの強化）。

　県の総合計画など重要な政策
指針に関しては，議会の同意を
求めるよう条例制定を検討する
こと。

2 本会議・委員会
の審議・審査の
活性化

･ 請願・陳情の審査のあり方につ
いて
　請願・陳情の審査のあり方に
ついて，検討会議の場で検討す
べきである。

･

･

･

･

　予算・決算審議や重要案件の
審議には，専門家・学識経験者
からの参考人聴取の機会を制度
化すること。また，市町村公聴
会を制度化すること。

　予算・決算関連資料のＰＤＦ
（電子データ化）による議案審
議の効率化

　委員会審議へのパソコン，プ
ロジェクターなどの活用促進を
検討すること。

　常任委員会・特別委員会審議
の動画配信を検討すること。

･ 会期の延長
　６つの常任委員会を同時に開
催するのではなくて，各議員や
県民が各委員会を傍聴できるよ
うに日にちをずらして開催する
ため等に会期の延長が必要。

･

･

･

･

　議会報に議員名を記したこと
は一歩前進です。

　討論は知事提出議案と議員提
出の意見書，県民から出された
請願について，別々に行うよう
改善すること。

　常任委員会は最低２日間は実
施すべきであり，１日目は執行
部説明と質疑を行うこと。２日
目は議案についての表決日とし
て意見，討論を保障すること。

　陳情書も請願と同様に扱い審
議すること。

3 議会，議員活動
の広報・広聴の
強化

･ 　議事録検索システムの早期掲
載を図ること。

･ 全議員の本会議・委員会・視察
等の出席率の公表
　委員会や視察等の出席率が悪
い時があるが，委員会や視察は
県議として出席するのは当然で
あるので，有権者が投票した県
議を４年間関心を持ち続けても
らうことで，政治無関心や低投
票率の解消が見込まれ，当然県
議の出席率も向上すると考え
る。みんなの党は，ただ単に議
員定数を減らすだけでなく，議
員の質も高めなければいけない
と考えますので，ご検討をよろ
しくお願い申し上げます。

･

･

･

･

　常任委員会の傍聴者に日程や
審議項目の資料を配布するこ
と。

　開会３０分前の手続きを改善
し，随時，傍聴を認めること。

　政務調査費の収支報告書を
ホームページ上などで全面公開
すること。

　県民の意見を聞く機会（アン
ケート，インターネットなど）
を設けることや，県民参加の検
討委員会を設置すること。

県議会改革等調査検討会議　その他の意見

検討テーマ
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県議会改革等調査検討会議　その他の意見

検討テーマ

3 議会，議員活動
の広報・広聴の
強化

･ 予算特別委員会だけに限らず，
常任委員会・特別委員会・県議
会改革等調査検討会議のイン
ターネット映像中継の実施
　県民は「今の」県政を知る権
利があるので，常任委員会等も
ネット中継すべき。また，当検
討会議を中継することにより，
開かれた県議会改革に繋がると
考える。

･ 県民との意見交換会等の設置
　一方的な報告ではなく，県民
の意見を聞く場の確保が必要。

4 議員定数・選挙
区の見直し

5 その他 ･

･

･

　政務調査費の政党や後援会活
動，私的活動への支出を認める
「手引き」は改善すること。

　議員室は，議員が必要なとき
に使用できるよう改善するこ
と。

　永年勤続議員の表彰と記念品
贈呈は廃止すること。

･

･

　永年勤続表彰は廃止すべき。

　議会事務局職員を独自採用す
るなど，事務局体制の強化を図
るべき。
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